
１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1994 年 3 月

所管

部局名 総務部

課名 総務課

施設

施設名 本庁舍

施設分類 庁舎施設

目的、機能、
提供サービス

本市行政機構を集約し、市民サービスと事務能率の向上を目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

SRC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

地方自治法に基づき、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施するために本
庁舎を設置したものである。

設置根拠 条例名

所在地 本町1-1-1
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 6,651.25 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 26,979.09 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 3

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1956 年 12 月

所管

部局名 総務部

課名 総務課

施設

施設名 南ガレ－ジ

施設分類 庁舎施設

目的、機能、
提供サービス

職員用公用車及び公用自転車の管理保管場所

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

S造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

職員用公用車及び公用自転車の管理保管場所として設置している。
庁舎周辺に設置することが望ましい。

設置根拠 条例名

所在地 清水町1-2-7
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 1732.60 うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 590.70 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1961 年 4 月

所管

部局名 総務部

課名 総務課

施設

施設名 市庁舎北分室

施設分類 庁舎施設

目的、機能、
提供サービス

執務室機能が臨時的・突発的に必要となる場合や、事務移譲、権限移譲及び組織機構の見直しに伴い必要となる執務室を確
保することで不足する庁舎スペースを補い、市民サービスと事務能率の向上を目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

執務室機能が臨時的・突発的に必要となる場合や、事務移譲、権限移譲及び組織機構の見直しに伴い必要となる場合に備え
るための施設であり、また本庁舎との一体利用を図ることも可能で、将来の庁舎機能の充実という観点から取得したものであ
る。

設置根拠 条例名

所在地 本町1-1-5
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市市民活動支援
ネットワークセンター

敷地面積 185.65 うち、借地面積 建築構造【選択】

業務委託

延床面積 220.58 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1964 年 6 月

所管

部局名 健康福祉部

課名 保健企画課

施設

施設名 保健所

施設分類 庁舎施設

目的、機能、
提供サービス

高齢社会の進展や疾病構造の変化に伴って多様化する市民ニーズに対応していくため、医療機関や関係団体と連携しながら
適切な保健・福祉・医療サービスを提供し、もって地域の公衆衛生の向上及び増進並びに市民の健康づくりの推進を図る。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

１９３９年４月、大阪府内で２番目の保健所として、大阪府立八尾保健所（後に大阪府八尾保健所と改称）が設置され、２０１８年
３月まで、八尾市・柏原市における公衆衛生の向上及び増進を図るための中心機関として位置づけられてきた。そして２０１８年
４月、八尾市の中核市移行に伴い、保健所の設置・運営を市が行うこととなり、より地域に密着した公衆衛生行政を担っている。

設置根拠 条例名 八尾市保健所条例

所在地 清水町1-2-5
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 1677.65 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 1363.88 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定なし （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1968 年 8 月

所管

部局名 環境部

課名 環境事業課

施設

施設名 清掃庁舎(プレハブ棟含む)

施設分類 環境衛生施設

目的、機能、
提供サービス

廃棄物処理をはじめとした清掃事業全般や公害対策等、本市の公衆衛生の向上及び生活環境の保全に寄与するために環境
行政全般に係る事務事業を執行し、併せて、循環型社会の構築、環境美化や地球温暖化対策の推進等、未来の地球環境を守
るための取り組みを進めている。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

法令により一般廃棄物の処理主体が市町村であることから、本市の責務として全市域のごみ収集運搬業務を効率的に実施す
るための拠点施設として設置された。
現在では、環境行政全般の関係部署を集約し、「環境を意識した暮らしやすい八尾」の実現をめざすための庁舎施設と位置付
けている。

設置根拠 条例名

所在地 高美町5-2-2
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 8,104.00 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 2,562.25 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1976 年 4 月

所管

部局名 環境部

課名 環境施設課

施設

施設名 環境衛生庁舎

施設分類 環境衛生施設

目的、機能、
提供サービス

効率的・効果的なし尿収集運搬業務を遂行するための施設

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

効率的・効果的なし尿収集運搬業務を遂行するための施設

設置根拠 条例名

所在地 福栄町4-42-1
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 5,889.95 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 932.72 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1974 年 11 月

所管

部局名 都市整備部

課名 土木管理事務所

施設

施設名 土木管理事務所

施設分類 庁舎施設

目的、機能、
提供サービス

・市が維持管理する（道路、河川、公園等）施設を安全・安心に利用して頂けるよう保全する施設。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市道及び橋梁、排水路及びﾎﾟﾝﾌﾟ並びに都市公園等の施設及び樹木等の維持管理を行うことによる、良好な生活環境の維持保
全の確保に努め、多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応できるよう、効率的な維持管理の実施に努めております。

設置根拠 条例名

所在地 曙町2-11
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 5,975.54 うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 906.90 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1960 年 10 月

所管

部局名 教育委員会事務局

課名 教育センター

施設

施設名 教育センター

施設分類 庁舎施設

目的、機能、
提供サービス

　⑴　教育関係職員を対象にに研修を実施し、資質向上を図る。
　⑵　教育に関する専門的、技術的事項の調査、研究を行い八尾市の教育振興を図る。
　⑶　保護者及び学校園からの教育に関する相談を行い、課題解決に向け支援する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

本市における教育の振興を図り、新しい時代を生き抜く子どもの育成に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第30条の規定に基づく教育機関として設置するもの

設置根拠 条例名 八尾市教育センター条例

所在地 水越2-117
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 14944.86 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 4,890.00 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1974 年 10 月

所管

部局名 消防本部

課名 消防総務課

施設

施設名 消防庁舎

施設分類 消防防災施設

目的、機能、
提供サービス

市民を対象に消防サービスを提供することにより、安全・安心な生活に寄与する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方
カバーする圏域や人口を一定にする。
市域全域における消防サービスの平準化を考慮した消防署所の適正配置が求められる。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

国制度への対応
昭和２３年３月に消防組織法施行により、自治体消防として発足した。

設置根拠 条例名 八尾市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

所在地 高美町5-3-4
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 3555.31 うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 2813.01 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1970 年 11 月

所管

部局名 消防本部

課名 消防総務課

施設

施設名 消防署山本出張所

施設分類 消防防災施設

目的、機能、
提供サービス

市民を対象に消防サービスを提供することにより、安全・安心な生活に寄与する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方
カバーする圏域や人口を一定にする。
市域全域における消防サービスの平準化を考慮した消防署所の適正配置が求められる。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

国制度への対応
昭和２３年３月に消防組織法施行により、自治体消防として発足した。

設置根拠 条例名 「八尾市消防署の組織及び職務に関する規程」により設置が位置づけ

所在地 西山本町3-6-18
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 575.64 うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 395.02 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 2005 年 7 月

所管

部局名 消防本部

課名 消防総務課

施設

施設名 消防署志紀出張所

施設分類 消防防災施設

目的、機能、
提供サービス

市民を対象に消防サービスを提供することにより、安全・安心な生活に寄与する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方
カバーする圏域や人口を一定にする。
市域全域における消防サービスの平準化を考慮した消防署所の適正配置が求められる。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

国制度への対応
昭和２３年３月に消防組織法施行により、自治体消防として発足した。

設置根拠 条例名 「八尾市消防署の組織及び職務に関する規程」により設置が位置づけ

所在地 志紀町西2-1-3
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 493.99 うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 392.59 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1968 年 3 月

所管

部局名 消防本部

課名 消防総務課

施設

施設名 消防署栄町出張所

施設分類 消防防災施設

目的、機能、
提供サービス

市民を対象に消防サービスを提供することにより、安全・安心な生活に寄与する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方
カバーする圏域や人口を一定にする。
市域全域における消防サービスの平準化を考慮した消防署所の適正配置が求められる。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

国制度への対応
昭和２３年３月に消防組織法施行により、自治体消防として発足した。

設置根拠 条例名 「八尾市消防署の組織及び職務に関する規程」により設置が位置づけ

所在地 栄町2-3-10
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 474.24 うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 540.66 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1983 年 3 月

所管

部局名 消防本部

課名 消防総務課

施設

施設名 消防署高安出張所

施設分類 消防防災施設

目的、機能、
提供サービス

市民を対象に消防サービスを提供することにより、安全・安心な生活に寄与する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方
カバーする圏域や人口を一定にする。
市域全域における消防サービスの平準化を考慮した消防署所の適正配置が求められる。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

国制度への対応
昭和２３年３月に消防組織法施行により、自治体消防として発足した。

設置根拠 条例名 「八尾市消防署の組織及び職務に関する規程」により設置が位置づけ

所在地 千塚2-191
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 429.75 うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 314.05 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1989 年 3 月

所管

部局名 消防本部

課名 消防総務課

施設

施設名 消防署亀井出張所

施設分類 消防防災施設

目的、機能、
提供サービス

市民を対象に消防サービスを提供することにより、安全・安心な生活に寄与する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方
カバーする圏域や人口を一定にする。
市域全域における消防サービスの平準化を考慮した消防署所の適正配置が求められる。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

国制度への対応
昭和２３年３月に消防組織法施行により、自治体消防として発足した。

設置根拠 条例名 「八尾市消防署の組織及び職務に関する規程」により設置が位置づけ

所在地 亀井町2-7-7
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 594.34 うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 330.88 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1963 年 1 月

直接運営

延床面積 999.90 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

社会福祉法に基づく隣保事業を実施する施設として開設され、「八尾市立人権コミュニティセンター条例」に規定する各種事業を
実施する。

設置根拠 条例名 八尾市立人権コミュニティセンター条例

所在地 桂町2-37
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

西郡出張所

敷地面積 2251.69 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

目的：社会福祉法及び基本的人権尊重の精神に基づき、地域住民の福祉の向上を図るとともに、人権啓発の推進及び市民交
流を促進し、様々な人権問題の解決を図る。
機能、提供サービス：各種相談事業、講座事業、地域交流事業、啓発事業、貸館事業等の実施及び地域福祉の充実等。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 「八尾市立人権コミュニティセンター条例」に基づき配置されている。

施設

施設名 桂人権コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 桂人権コミュニティセンター



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1967 年 4 月

直接運営

延床面積 907.05 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

社会福祉法に基づく隣保事業を実施する施設として開設され、「八尾市立人権コミュニティセンター条例」に規定する各種事業を
実施する。

設置根拠 条例名 八尾市立人権コミュニティセンター条例

所在地 安中町8-5-30
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 2457.06 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

目的：社会福祉法及び基本的人権尊重の精神に基づき、地域住民の福祉の向上を図るとともに、人権啓発の推進及び市民交
流を促進し、様々な人権問題の解決を図る。
機能、提供サービス：各種相談事業、講座事業、地域交流事業、啓発事業、貸館事業等の実施及び地域福祉の充実等。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 「八尾市立人権コミュニティセンター条例」に基づき配置されている。

施設

施設名 安中人権コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 安中人権コミュニティセンター



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2015 年 5 月

直接運営

延床面積 3472.29 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 南太子堂2-1-45
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市役所龍華出張所
龍華図書館

敷地面積 3002.31 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

施設

施設名 龍華コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 龍華出張所



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1979 年 2 月

直接運営

延床面積 593.34 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 北久宝寺2-1-1
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市役所久宝寺出張所

敷地面積 524.87 うち、借地面積 524.87 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

施設

施設名 久宝寺コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 久宝寺出張所



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2014 年 11 月

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 大正出張所

施設

施設名 大正コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 若林町3-27
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市役所大正出張所

敷地面積 10950.14 うち、借地面積 10950.14 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 929.64 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1996 年 3 月

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 山本出張所

施設

施設名 山本コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 山本町1-8-11
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市役所山本出張所
八尾市立山本図書館

敷地面積 1295.38 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 4509.17 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2018 年 1 月

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 竹渕出張所

施設

施設名 竹渕コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 竹渕東4-3-2
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市役所竹渕出張所

敷地面積 595.11 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 1066.96 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1982 年 11 月

直接運営

延床面積 599.44 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 恩智中町4-232、237
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市役所南高安出張所

敷地面積 743.28 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

施設

施設名 南高安コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 南高安出張所



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1987 年 3 月

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 高安出張所

施設

施設名 高安コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 千塚3-180-2
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市役所高安出張所
八尾市立歴史民俗資料館

敷地面積 465.00 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 409.82 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1984 年 10 月

直接運営

延床面積 634.06 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 八尾木4-11
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市役所曙川出張所
八尾市消防団曙川分団

敷地面積 676.17 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

施設

施設名 曙川コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 曙川出張所



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1974 年 9 月

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 志紀出張所

施設

施設名 志紀コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 志紀町西1-8-2
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市役所志紀出張所

敷地面積 625.82 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 734.96 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 2

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1981 年 2 月

直接運営

延床面積 400.41 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的に設置

設置根拠 条例名 八尾市立コミユニテイセンター条例

所在地 緑ヶ丘1-2
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 500.00 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、各中学校区に１か所の配置を目標とする。

施設

施設名 緑ケ丘コミュニティセンター

施設分類 地域活動施設

所管

部局名 人権ふれあい部

課名 コミュニティ政策推進課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1995 年 3 月

直接運営

延床面積 1873.49 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画 （公立の認定こども園の整備）」

設置根拠 条例名 八尾市立認定こども園条例

所在地 桂町2-33
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

地域子育て支援センター

敷地面積 3482.86 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

質の高い教育・保育及び子育て支援に取り組むとともに、公と民が連携して、めざす教育・保育を実現することを目的とし、地域
内の教育・保育の拠点及び子育て支援の拠点としての役割を担っている。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 市域全体を対象とした配置。

施設

施設名 西郡そよかぜこども園

施設分類 教育・保育施設

所管

部局名 こども若者部

課名 こども施設運営課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2018 年 1 月

直接運営

延床面積 2653.9 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

S造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画 （公立の認定こども園の整備）」

設置根拠 条例名 八尾市立認定こども園条例

所在地 八尾市安中町8-6-23
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

地域子育て支援センター

敷地面積 3804.61 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

質の高い教育・保育及び子育て支援に取り組むとともに、公と民が連携して、めざす教育・保育を実現することを目的とし、地域
内の教育・保育の拠点及び子育て支援の拠点としての役割を担っている。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 市域全体を対象とした配置。

施設

施設名 安中ひかりこども園

施設分類 教育・保育施設

所管

部局名 こども若者部

課名 こども施設運営課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2018 年 12 月

直接運営

延床面積 3092.19 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

S造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画 （公立の認定こども園の整備）」

設置根拠 条例名 八尾市立認定こども園条例

所在地 山本町南3-1-39
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

地域子育て支援センター

敷地面積 5345.62 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

質の高い教育・保育及び子育て支援に取り組むとともに、公と民が連携して、めざす教育・保育を実現することを目的とし、地域
内の教育・保育の拠点及び子育て支援の拠点としての役割を担っている。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 市域全体を対象とした配置。

施設

施設名 南山本せせらぎこども園

施設分類 教育・保育施設

所管

部局名 こども若者部

課名 こども施設運営課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2019 年 2 月

直接運営

延床面積 3044.87 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画 （公立の認定こども園の整備）」

設置根拠 条例名 八尾市保育所条例

所在地 志紀町西2-1-10
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

地域子育て支援センター

敷地面積 4988.11 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

質の高い教育・保育及び子育て支援に取り組むとともに、公と民が連携して、めざす教育・保育を実現することを目的とし、地域
内の教育・保育の拠点及び子育て支援の拠点としての役割を担っている。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 市域全体を対象とした配置。

施設

施設名 志紀おおぞらこども園

施設分類 教育・保育施設

所管

部局名 こども若者部

課名 こども施設運営課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2018 年 12 月

直接運営

延床面積 3282.31 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

S造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画 （公立の認定こども園の整備）」

設置根拠 条例名 八尾市立認定こども園条例

所在地 東町3-5
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

地域子育て支援センター

敷地面積 4057 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

質の高い教育・保育及び子育て支援に取り組むとともに、公と民が連携して、めざす教育・保育を実現することを目的とし、地域
内の教育・保育の拠点及び子育て支援の拠点としての役割を担っている。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 市域全体を対象とした配置。

施設

施設名 東山本わかばこども園

施設分類 教育・保育施設

所管

部局名 こども若者部

課名 こども施設運営課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1991 年 3 月

指定管理運営

延床面積 1161.05 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 第2避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

S造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

青少年が自然に親しみ、野外活動及びレクリエーション活動を行う場を提供し、もって、青少年の健全な育成を図るため

設置根拠 条例名 八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例

所在地 恩智中町4-55
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 18074.71 うち、借地面積 18074.71 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

青少年が自然に親しみ、野外活動及びレクリエーション活動を行う場を提供し、もって、青少年の健全な育成を図ることを目的と
する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 大畑山青少年野外活動ｾﾝﾀ-

施設分類 子育て支援施設

所管

部局名 教育委員会事務局

課名 生涯学習課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1975 年 6 月

直接運営

延床面積 3072.65 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

基本的人権尊重の精神に基づき、こどもの健全育成と子育て支援の観点から、学校の放課後や長期休業期間中におけるさま
ざまな体験活動や学習活動を進め、次代を担う青少年の健全育成を進めるため。

設置根拠 条例名 八尾市立青少年会館条例

所在地 桂町4-50
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 6709.5 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

小・中学生を対象とした各種教室・講座事業、小学生を対象とした小学生教室、就学前児童とその保護者を対象とした子育て支
援事業等の様々な事業を実施することにより、基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全育成と人権意識の高揚を図ると
ともに、自主的民主的な諸活動を推進し、本市青少年児童の健全な発展向上に資することを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 市内全域を対象とした児童館機能を有する社会教育施設

施設

施設名 桂青少年会館

施設分類 子育て支援施設

所管

部局名 教育委員会事務局

課名 桂青少年会館



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1975 年 10 月

直接運営

延床面積 1872.00 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

基本的人権尊重の精神に基づき、こどもの健全育成と子育て支援の観点から、学校の放課後や長期休業期間中におけるさま
ざまな体験活動や学習活動を進め、次代を担う青少年の健全育成を進めるため。

設置根拠 条例名 八尾市立青少年会館条例

所在地 南本町8-4-12
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 2285.18 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

小・中学生を対象とした教室・講座事業、小学生低学年を対象とした低学年育成事業、就学前児童とその保護者を対象とした子
育て支援事業等の様々な事業を実施することにより、基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全育成と人権意識の高揚
を図るとともに、自主的民主的な諸活動を推進し、本市青少年児童活動の健全な発展向上に資することを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 市内全域を対象とした児童館機能を有する社会教育施設

所管

部局名 教育委員会事務局

課名 安中青少年会館

施設

施設名 安中青少年会館

施設分類 子育て支援施設



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1973 年 6 月

指定管理運営

延床面積 3341.83 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

会館は、市民を対象とする生活等に関する相談その他の社会福祉に関する事業を総合的に行ない、もつて社会福祉の増進を
図ることを目的に設置。

設置根拠 条例名 八尾市立社会福祉会館条例

所在地 本町2-4-10 
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 1920.64 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

会館は、市民を対象とする生活等に関する相談その他の社会福祉に関する事業を総合的に行ない、もつて社会福祉の増進を
図ることを目的として以下の事業を行う。
①生活等の相談及び指導に関すること。
②市内の社会福祉団体の育成及び指導に関すること。
③集会室等の貸与に関すること。
④老人福祉センターに関すること。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 市立社会福祉会館

施設分類 福祉施設

所管

部局名 健康福祉部

課名 地域共生推進課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1970 年 12 月

指定管理運営

延床面積 546.85 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

施設老朽化もあり、市営住宅の整備など地域のまちづくりの方向性をふまえた施設運営を検討する。

設置根拠 条例名 八尾市共同浴場条例

所在地 幸町3-45
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 756.53 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

住民の福利厚生を図ることを目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 錦温泉

施設分類 福祉施設

所管

部局名 健康福祉部

課名 地域共生推進課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1998 年 10 月

指定管理運営

延床面積 5455.77 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

超高齢化社会での高齢者・障がい者に対する総合的なサービスを継続して提供するには、公私協働による地域福祉システムを確立させる必
要があった。市立養護老人ホームを在宅福祉ネットワークセンターと合築整備し、福祉マンパワーの確保とその人材育成、総合的な福祉サー
ビスの提供などを実現するための核となる施設を設置した。

設置根拠 条例名 八尾市在宅福祉サービスネットワークセンター条例

所在地 青山町4-4-18
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

養護老人ホーム

敷地面積 2705.57 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民の在宅福祉に対する関心を高め、ボランティア活動等その自主的活動を促進するとともに、在宅福祉サービスを総合的に
提供することにより、高齢者及び障がい者等の在宅生活を支援するために以下の事業を行う。
①　保健及び福祉に関する市民の自主的活動の促進に関すること。
②　保健及び福祉の情報の収集と提供に関すること。
③　在宅福祉に関する総合相談に関すること。
④　保健・福祉・医療関係機関との連携に関すること。
⑤　デイサービス事業（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の２第３項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第７項並びに介護保険法（平成９年法律
第123号）第８条第７項及び第18項、第８条の２第13項並びに第115条の45第１項第１号ロに規定する事業その他のデイサービ
ス事業）に関すること。
⑥　短期入所事業（障害者総合支援法第５条第８項に規定する事業その他の短期入所事業）に関すること。
⑦　訪問看護事業（介護保険法第８条第４項及び第８条の２第３項並びに高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第
80号）第78条第１項に規定する事業並びに規則に定める医療保険各法に基づく事業）に関すること。
⑧　その他高齢者及び障がい者等の在宅福祉の推進等に係る事業に関すること。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ

施設分類 福祉施設

所管

部局名 健康福祉部

課名 地域共生推進課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1974 年 12 月

指定管理運営

延床面積 1401.77 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

老人福祉センターは、老人福祉法に基づき、高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養
の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設として設置している。

設置根拠 条例名 八尾市立老人福祉センター条例

所在地 桂町3-11
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 2642.17 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

60歳以上の市内在住の高齢者を対象に、高齢者福祉の増進を図ることを目的として、教養講座やレクレーションの実施をはじ
めとして、健康教室や介護予防講座等の事業を実施しており、高齢者の生きがいづくり、健康増進、社会参加促進に寄与してい
る。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 八尾市に居住する高齢者の利便性を考慮して、市内2か所に施設を設置している。

施設

施設名 桂老人福祉ｾﾝﾀｰ

施設分類 福祉施設

所管

部局名 健康福祉部

課名 高齢介護課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1976 年 9 月

指定管理運営

延床面積 787.75 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

老人福祉センターは、老人福祉法に基づき、高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養
の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設として設置している。

設置根拠 条例名 八尾市立老人福祉センター条例

所在地 安中町8-15-12
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 1451.16 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

60歳以上の市内在住の高齢者を対象に、高齢者福祉の増進を図ることを目的として、教養講座やレクレーションの実施をはじ
めとして、健康教室や介護予防講座等の事業を実施しており、高齢者の生きがいづくり、健康増進、社会参加促進に寄与してい
る。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方 八尾市に居住する高齢者の利便性を考慮して、市内2か所に施設を設置している。

施設

施設名 安中老人福祉ｾﾝﾀ-

施設分類 福祉施設

所管

部局名 健康福祉部

課名 高齢介護課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1973 年 3 月

直接運営

延床面積 750 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 その他（その他具体名に記入）（その他具体名） 福祉的利用 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

児童福祉法の規定に基づき、肢体不自由児等に対する療育及び訓練の場を提供する。

設置根拠 条例名 八尾市立児童発達支援センター条例

所在地 八尾木2-90
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市立特別支援学校

敷地面積 576.5 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

肢体等に障がいのある乳幼児を対象に訓練、看護、保育による総合的な療育を通して、個々の持つ力を出せるように援助す
る。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方
本施設は、八尾市立特別支援学校との併設施設であり、児童発達支援センターについては、施設が有している専門的機能を活
かし、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育
施設として位置付けている。

施設

施設名 八尾市立医療型児童発達支援センター（いちょう学園）

施設分類 福祉施設

所管

部局名 こども若者部

課名 こども施設運営課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1988 年 4 月

指定管理運営

延床面積 1230.52 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 その他（その他具体名に記入）（その他具体名） 福祉的利用 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

児童福祉法の規定に基づき、知的障がい児等に対する療育及び訓練の場を提供する。

設置根拠 条例名 八尾市立児童発達支援センター条例

所在地 西高安町3-11　
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 7492.61 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

知的障がい児等を対象に自宅等から通園させ、独立自活に必要な知識技能を与え、個々の持つ力を出せるように援助する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 八尾市立福祉型児童発達支援センター（しょうとく園）

施設分類 福祉施設

所管

部局名 こども若者部

課名 こども施設運営課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 2004 年 2 月

指定管理運営

延床面積 4320.72 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 福祉避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

障がい者の文化と教養の向上及び自立と社会参加の促進のための便宜を総合的に供与することにより、障がい者の福祉の増
進に寄与する。また、障がい者、障がい児及び老人に対して相談、機能訓練、社会適応訓練、創作的活動等の機会を提供し、
地域社会での自立生活の促進及び福祉の向上を図る。

設置根拠 条例名 八尾市立障害者総合福祉センター条例

所在地 南本町8-4-5
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 2135.15 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

障がい者の文化と教養の向上及び自立と社会参加の促進のための便宜を総合的に供与することにより、障がい者の福祉の増
進に寄与する。（総合的な障がい者サービス、デイ・ショートステイサービスなど）

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

所管

部局名 健康福祉部

課名 障がい福祉課

施設

施設名 市立障害者総合福祉センター

施設分類 福祉施設



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 2000 年 4 月

所管

部局名 都市整備部

課名 都市政策課

施設

施設名 八尾市まちなみセンター

施設分類 文化・スポーツ施設

目的、機能、
提供サービス

久宝寺寺内町の歴史的遺産の継承と地域活動の拠点となることを目的に設置され、会議室等の貸し出しや展示を行う

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

SRC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

地元要望と、市の施策として寺内町を継承していくため

設置根拠 条例名 八尾市まちなみセンター条例

所在地 久宝寺3-3-20
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 803.06 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

指定管理運営

延床面積 438.76 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1991 年 4 月

指定管理運営

延床面積 1,001.09 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 その他（その他具体名に記入）（その他具体名） 災害時用臨時へリポート 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

近鉄所有の球場を譲り受けたもの。

設置根拠 条例名 八尾市立山本球場条例

所在地 山本町南7-9-11
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 15,189.38 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民を対象にスポーツ施設を提供することにより、スポーツ振興を推進する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 山本球場

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 魅力創造部

課名 文化・スポーツ振興課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1997 年 6 月

指定管理運営

延床面積 12,780.88 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 その他（その他具体名に記入）（その他具体名） 緊急輸送拠点・防災備蓄拠点管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

国体の開催に合わせ、市の重点施策として整備したもの。

設置根拠 条例名 八尾市立総合体育館条例

所在地 青山町3-5-24
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 16,818.95 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民を対象にスポーツ施設を提供することにより、スポーツ振興を推進する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 総合体育館

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 魅力創造部

課名 文化・スポーツ振興課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1999 年 11 月

指定管理運営

延床面積 6,270.56 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民のスポーツの振興を図り、健康の増進に寄与することと、水に親しむ機会の創出や水泳技術の向上を図る必要性の高まり
と、近隣のごみ焼却施設の余熱利用方策の一環として設置。

設置根拠 条例名 八尾市立屋内プール条例

所在地 上尾町7-1-17
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 4,708.89 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民を対象にスポーツ施設を提供することにより、スポーツ振興を推進する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 屋内プール

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 魅力創造部

課名 文化・スポーツ振興課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1981 年 3 月

指定管理運営

延床面積 2,994.86 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定避難所 （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

旧府立高校体育館を譲り受け、防災公園とセットで設置された。

設置根拠 条例名 八尾市立南木の本防災体育館条例

所在地 南木の本3-1-9
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市立南木の本防災公園

敷地面積 2,400.01 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民を対象にスポーツ施設を提供することにより、スポーツ振興を推進する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 南木の本防災体育館

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 魅力創造部

課名 文化・スポーツ振興課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 2005 年 3 月

指定管理運営

延床面積 350.05 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】

S造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

公民館分館（婦人会館）として活用していた施設を、女性に限らず幅広く利用できる社会教育施設とするため、平成21年度より
上記概要に記載の施設として位置づけを変更し、名称も「くらし学習館」と改名した。また、併せて、同年度より、指定管理者制度
を導入し、現在は指定管理者が管理運営を行っている。

設置根拠 条例名 八尾市立くらし学習館条例

所在地 本町3-10-10
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 567.00 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民の生涯学習を推進するとともに、環境教育、消費者教育、防犯・防災教育、食育その他社会の要請の強い公共の課題に対
し、市民が主体的に学び、その成果を市民参画と協働のまちづくりに活かすことができる社会教育施設として設置

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 くらし学習館

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 教育委員会事務局

課名 生涯学習課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1994 年 4 月

指定管理運営

延床面積 9904.57 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 その他（その他具体名に記入）（その他具体名） 第2避難所（福祉的利用） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

これまでの社会教育活動にみられた単に学ぶことから、今後の高齢化社会の進展の中で、知的・精神的・体力的健全さを長くい
つまでも保持し、社会の高度化に遅れをとらないために、健康づくり、まちづくり、労働機能向上や労働環境づくり、また、集い・
交流に関して一体的かつ総合的な活動が必要であり、そのような活動の場として多機能複合施設として整備した。中小企業勤
労者福祉サービスセンター移転等により、現在は、労働会館機能はなくなっている。

設置根拠 条例名 八尾市生涯学習センター条例

所在地 旭ケ丘5-85-16
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

学習プラザ
健康プラザ

敷地面積 3844.44 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市民の生涯学習を推進し、市民の教養、文化の発展と健康と生きがいのある市民生活の向上を図る。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 生涯学習センター

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 教育委員会事務局

課名 生涯学習課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2014 年 3 月

所管

部局名 教育委員会事務局

課名 生涯学習課

目的、機能、
提供サービス

市民を始め、市内在学、在勤者等を対象に、生活に役立つ多様な資料を収集整理し、貸出等を行う図書館サービスを通じて、
市民等の読書意欲、生涯学習意欲をさらに向上する場となることを目指す。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方
市内全域に図書館サービスを提供するため、徒歩１５分程度、固定館から半径１～１．５ｋｍを主な図書館利用圏域と想定し、市
民ニーズや利用状況等を踏まえ、総合的・効率的に配置を行う。

SRC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

大阪府の行政指導に基づき開設された公民館図書室を前身とし、市立図書館の設置を求める市民の要望に応えるべく、八尾市
立図書館設置計画協議会の諮問を経て、図書館法に基づく市内初の図書館として昭和５３年１月に開館。平成２６年４月に建替
移転をし、市内図書館の中央図書館的機能を有する図書館として開館。

設置根拠

施設

施設名 八尾図書館

施設分類 文化・スポーツ施設

条例名 八尾市図書館条例

所在地 本町2-2-8
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市立青少年センター

敷地面積 1,210.56 うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 3,836.95 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 その他（その他具体名に記入）（その他具体名） 市役所本庁舎代替施設候補 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1996 年 9 月

所管

部局名 教育委員会事務局

課名 生涯学習課

施設

施設名 志紀図書館

施設分類 文化・スポーツ施設

目的、機能、
提供サービス

市民を始め、市内在学、在勤者等を対象に、生活に役立つ多様な資料を収集整理し、貸出等を行う図書館サービスを通じて、
市民等の読書意欲、生涯学習意欲をさらに向上する場となることを目指す。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方
　市内全域に図書館サービスを提供するため、徒歩１５分程度、固定館から半径１～１．５ｋｍを主な図書館利用圏域と想定し、
市民ニーズや利用状況等を踏まえ、総合的・効率的に配置を行う。

SRC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

　昭和６１年に開設された志紀分室の業務を引き継ぎ、周辺地域の人口増加にあわせて地域図書館としてさらなる機能を充実さ
せるため、府営住宅の建設と同時に計画され、市内南東部のサービス拠点として平成８年に開館。

設置根拠 条例名 八尾市図書館条例

所在地 志紀町西1-3
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

志紀府営住宅

敷地面積 ― うち、借地面積 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 1431.45 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1975 年 3 月

指定管理運営

延床面積 1853.13 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

西郡廃寺や萱振遺跡など埋蔵文化財の豊富な地にあった、廃園した保育所を埋蔵文化財調査センターへの改修を行い、市域
の埋蔵文化財の調査・研究及び保存、活用を行う拠点施設として平成8年度に設置。

設置根拠 条例名 八尾市立埋蔵文化財調査センター条例

所在地 幸町4-58-2
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 2703.13 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

本市の埋蔵文化財の調査、研究並びに出土品等の整理、保存及び活用を図り、もって市民の文化の向上に資することを目的と
する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 埋蔵文化財調査センター

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 魅力創造部

課名 観光・文化財課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 2004 年 2 月

指定管理運営

延床面積 360.92 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

文化財保護法第109条により指定されている国史跡心合寺山古墳のガイダンス施設として設置。利用者に心合寺山古墳を紹介
するだけでなく、周辺史跡散策の拠点施設として位置付けられている。

設置根拠 条例名 八尾市立しおんじやま古墳学習館条例

所在地 大竹5-143-2
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 1398.48 うち、借地面積 466 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

心合寺山古墳に関する資料の展示と普及啓発を通じて郷土の歴史と文化を広め、市民の文化の向上に資するとともに山ろくの
史跡や自然に触れ合う場の拠点施設とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 しおんじやま古墳学習館

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 魅力創造部

課名 観光・文化財課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 2009 年 3 月

指定管理運営

延床面積 597.10 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

八尾市文化財保護条例第4条及び第24条で指定されている八尾市指定文化財の建造物及び史跡である旧植田家住宅及び安
中新田会所跡を活用するため、江戸時代の大和川付替えに関連する建造物と民具等の文化財資料の調査を行うとともに、展
示・公開を行うために設置。

設置根拠 条例名 安中新田会所跡旧植田家住宅条例

所在地 植松町1-1-25
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 1492.82 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

大和川の付替えにより開発された安中新田と係わりの深い八尾市指定有形文化財である旧植田家住宅（旧会所継承建物）の
活用と関連する資料の展示を通じて郷土の歴史と文化の普及啓発に努め、もって市民文化の向上に資する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 安中新田会所跡旧植田家住宅

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 魅力創造部

課名 観光・文化財課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 1987 年 3 月

指定管理運営

延床面積 1193.50 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

八尾市の歴史を学ぶ文化財施設の中核とするとともに、山麓に多数分布する史跡散策の拠点施設を兼ねるため、現在の地に
施設を配置。八尾市域の文化財の収集を行うとともに調査・研究を行い、文化財の展示、活用等を行う博物館相当施設として設
置。

設置根拠 条例名 八尾市立歴史民俗資料館設置条例

所在地 千塚3-180-1
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

高安コミュニティセンター

敷地面積 1495.37 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

市内に散在する美術、古文書、民俗、考古等の文化財等の資料を収集、保存するとともに、展示して広く一般に公開し、文化の
向上と文化財の保護に資する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

施設

施設名 歴史民俗資料館

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 魅力創造部

課名 観光・文化財課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1988 年 8 月

指定管理運営

延床面積 14658.40 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 その他（その他具体名に記入）（その他具体名） 帰宅困難者利用 管理形態【選択】

SRC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

市民が「住み続けたい、住んでよかった」と思えるまちづくりをすすめる中で、「ものからこころへ、経済的なゆたかさから精神的
なゆたかさへ」と変化した市民の期待にこたえるべく、昭和54年から文化会館等の建設のために基金の積立を行い、文化会館
建設市民委員会や市民文化会議、文化会館運営検討委員会を設置し、文化の担い手である市民と一緒に建設の検討を重ね、
「文化会館建設基本構想」を策定し、文化会館建設に至った。
政策的位置づけは、第5次八尾市総合計画のめざす暮らしの姿「芸術文化とのかかわりの中で、心豊かな暮らしが創造されてい
ます」、第2次八尾市芸術文化振興プラン、文化芸術基本法、劇場・音楽堂等の活性化に関する法律、など。

設置根拠 条例名 八尾市文化会館条例

所在地 光町2-40
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 4689.69 うち、借地面積 建築構造【選択】

目的、機能、
提供サービス

本市における文化の情報と交流の場を市民に提供し、市民の自主的な文化活動の展開によつて市民文化の創造及び振興を図
ることを目的として文化会館を設置。
大・小ホール、レセプションホールや展示室、会議室などが完備され、芸術文化公演や、市民の芸術文化活動の発表の場となっ
ている。
平成18年度から指定管理者制度を導入し、指定管理者によって、会館の管理運営と芸術文化事業を行っている。
芸術文化事業は、第2次八尾市芸術文化振興プラン、文化芸術基本法、劇場・音楽堂等の活性化に関する法律等をふまえ、公
演事業だけにとどまらず、普及啓発事業、人材養成事業を行い、市民の心豊かな暮らしの創造に寄与している。平成29年度に
は、一般財団法人地域創造より”マネージメント力”で活力あるホール運営を実践したとして地域創造大賞（総務大臣賞）を受賞。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

文化会館が市民生活に根ざした文化的ニーズにこたえるために市民文化の拠点として、新しい文化創造の場で「個性豊
かな文化的環境づくり」にふさわしく、市民の文化活動がより活発に発展するよう、八尾市文化の核としての施設づく
りを目指した。

施設

施設名 文化会館

施設分類 文化・スポーツ施設

所管

部局名 魅力創造部

課名 文化・スポーツ振興課



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2009 年 3 月

所管

部局名 環境部

課名 環境施設課

施設

施設名 リサイクルセンター

施設分類 環境衛生施設

目的、機能、
提供サービス

市民が排出するごみの分別と適正な処理により再資源化が図れるとともに、焼却ごみの減量化が進むことで循環型社会の形成
に寄与する。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

SRC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

容器包装リサイクル法に対応するため

設置根拠 条例名

所在地 曙町2-11
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市立リサイクルセンター
学習プラザ

敷地面積 7,676.00 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

その他

延床面積 6,387.31 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1994 年 3 月

所管

部局名 環境部

課名 環境施設課

施設

施設名 八尾市立衛生処理場

施設分類 環境衛生施設

目的、機能、
提供サービス

下水道使用者以外の市民から排出されるし尿及び浄化槽汚泥を処理し市民の環境衛生の維持向上を図る。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

公衆衛生の観点から設置が必要

設置根拠 条例名 八尾市立衛生処理場条例

所在地 上尾町8-24-1
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 16,104.47 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

業務委託

延床面積 4,313.89 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 2 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

無

m
2

m
2

m
2 1996 年 3 月

所管

部局名 環境部

課名 環境施設課

施設

施設名 一般廃棄物最終処分場

施設分類 環境衛生施設

目的、機能、
提供サービス

一般廃棄物（埋立ごみ）の処理施設であり、公衆衛生の維持を目的とする。

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

一般廃棄物の処理のため

設置根拠 条例名

所在地 上尾町9-36
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

敷地面積 19,646.00 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 446.96 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】



１．基本データ

サービス概要

番号記入 1

２．行政関与の必要性

法律的根拠等

番号記入 1 1．条例あり　2．条例なし

３．施設データ

有

m
2

m
2

m
2 2001 年 12 月

所管

部局名 環境部

課名 環境施設課

施設

施設名 八尾市立斎場

施設分類 環境衛生施設

目的、機能、
提供サービス

・遺体の火葬処理及び収骨等のセレモニー
・納骨堂の管理及び案内
・死獣の受付及び火葬

想定圏域 1．広域（全市、市外）　2．学校区（小学校、中学校）　3．地域（1、2以外）

施設配置の考え方

RC造

設置の経緯、政策
的な位置づけ　等

公衆衛生上の観点から設置が必要。

設置根拠 条例名 八尾市斎場条例

所在地 南植松町3-50-3
複合･併設施設
有無を【選択】
施設名を記入

八尾市立納骨堂

敷地面積 6,041.55 うち、借地面積 0 建築構造【選択】

直接運営

延床面積 3,341.11 建築年月（西暦）

避難所指定【選択】 指定無し （その他具体名） 管理形態【選択】


